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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 平成２７年２月１６日 定例庁議  

開 催 日 時 

午前９時１３分から  

平成２７年２月１６日（月） 

  午前１１時４６分まで   

開 催 場 所 市長公室 

出 席 者 

富岡市長、田中副市長、三好教育長、重岡危機管理監、小林総務部長、

佐藤市民環境部長、三田福祉部長、薮塚健康づくり部長、柳原都市建

設部長、細沼会計管理者、田中水道部長、内田議会事務局長、谷井学

校教育部長、島村生涯学習部長、内田監査委員事務局長 

（担当課１） 

菊島障害福祉課長、今井同課専門員兼障害給付係長  

（担当課２） 

堤田長寿はつらつ課長、二河同課専門員兼高齢者支援係長、藤原同課

介護保険係長 

（担当課３） 

麦田保育課長、平塚同課長補佐、玄順同課保育総務係長  

（担当課４） 

金子教育指導課長  

（担当課５） 

猪股福祉部次長兼こども未来課長  

（担当課６） 

神田市長公室次長兼政策企画課長、佐藤同課主幹兼課長補佐  

（事務局） 

政策企画課政策企画係山﨑主事、稲葉秘書課長 

会 議 内 容 

１ 第４期朝霞市障害福祉計画（案）について 

２ 第６期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）について 

３ 朝霞市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

４ 朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

に関する条例（案）について 

５ 朝霞市いじめ問題対策連絡協議会条例（案）について 

６ 朝霞市いじめ問題専門委員会条例（案）について 

７ 朝霞市いじめ問題調査委員会条例（案）について 

８ 朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例（案）につい

て 

９ 平成２７年第１回朝霞市議会定例会提出議案について 



2 

会 議 資 料 

・第４期朝霞市障害福祉計画（案）概要 

・第４期朝霞市障害福祉計画（案） 

・第６期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）概要 

・第６期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案） 

・朝霞市子ども・子育て支援事業計画（案）概要 

・朝霞市子ども・子育て支援事業計画（案） 

・平成２７年第１回朝霞市議会定例会提出議案 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

■要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

 出席者の確認及び事務局の決裁 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

【市長あいさつ】 

 

【議題】 

 

 １ 第４期朝霞市障害福祉計画（案）について 

 

【説明】 

（担当課１：菊島） 

・計画策定の背景は、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく法定の計画であり、各

年度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み、確保のための方策

などを市町村が定めることとなっている。 

・基本理念は、（１）障害のある人の自己決定と自己選択の尊重、（２）多様な障がいに

係る制度の一元化、（３）地域生活移行や就労支援などの課題に対応したサービス提供

体制の整備の３点である。 

・計画の期間は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間で、今回は第４期となっ

ており、期間については全国一律の期間となっている。 

・基本内容は、（１）障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確

保に係る目標に関する事項、（２）各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相

談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み、（３）地域生活支援事業

の種類ごとの実施に関する事項である。 

・アンケート調査については、障害のある人、その介助者、ボランティアの計６，６５

３人に対して実施した。 

・障害者関係団体へのヒアリング調査は、朝霞市視力障害者友の会他１１団体に実施し

た。 

・障害のある人へのヒアリング調査は、市内の障害者団体に所属する障害のある人、は

あとぴあ多機能型施設、総合福祉センター内の地域活動支援センター及びあさか福祉

作業所の各利用者に実施している。 

・意見聴取は障害者プラン推進委員会に５回、障害者自立支援協議会に２回実施した。 

・パブリックコメントを実施し、１人から３件の意見が出され、職員コメントは３人か

ら６件の意見が出された。 

 

［２月９日の政策調整会議の要旨について］ 

・アンケート調査では防災の内容が盛込まれていたが、計画の中では防災の記載がない

がどのように取り扱うのかという質問に対して、地域福祉計画に反映して行くものと

考えているのに加え、地域福祉計画の中には要支援者等の内容を盛込むこととなって

いるので、アンケート内容を反映させる方法もあるとの回答があった。 

・障害福祉計画と障害者プランの計画年次がずれているが影響はないのかという質問に
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対して、障害者プランが５か年、障害福祉計画が３か年なので、次回策定する際には

障害者プランの年次を調整するなどの検討をしていく。 

【質疑等】 

なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

２ 第６期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）について 

 

【説明】 

（担当課２：堤田） 

 ・「概要」については、高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、介護保険制度が導入され

た平成１２年度から始まり、３年に１度の介護保険事業計画の見直しも含め、今回は、

平成２７年度から平成２９年度の３年間の計画を策定している。 

・高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、介護保険サービスの給付見込み量を計画し、

介護保険料の算定などを行うものである。 

・「策定経過」については、高齢者福祉計画推進会議を、平成２５年度は４回開催し、主

に、アンケート調査の内容を検討し、結果のとりまとめを行った。 

・平成２６年度は１月２６日までに会議を５回開催し、主に介護保険の給付サービス見

込量の推計や、高齢者の一般施策、保険料率の検討などを行ってきた。なお、１２月

１５日から１月１６日まで実施したパブリックコメントについては、市民の方２名１

団体、職員１名から意見をいただいた。 

 ・「内容」については、構成としては、概要に各章ごとの概略を記載しているとおり、第

１章の「計画の策定にあたって」から第７章の「計画の推進にあたって」までの全７

章で構成している。 

・「基本理念」については、これまでの第３期から第５期は、「長寿をともに楽しみ喜べ

る朝霞の創造」を基本理念とし、団塊の世代が６５歳以上となる２０１５年を視野に

入れた計画としていたが、第６期計画においては、団塊の世代が７５歳以上となる２

０２５年を見据えた計画とすることとされたこと、地域包括ケアシステムの構築を進

める計画としていることから、基本理念についても見直しを行い、地域包括ケアシス

テムの構築を目指す視点から、「みんなで（地域で）」「支え合い（互助）」「暮らし続け

る」をキーワードとし、「みんなで支え合い いつまでも 笑顔で暮らしつづけるまち 

朝霞」としている。 

・「５期からの主な変更点」については、①施設整備は地域包括ケアシステムの根幹的な

サービスであり、在宅生活を支援するサービスとして位置付けられており、２４時間

対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通い、訪問、泊まりを一体的に提供する、

小規模多機能型居宅介護を各１ヶ所の増設を計画している。 
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・②介護保険制度の改正にともない、要支援者の方の通所介護や訪問介護事業を、新し

い介護予防・日常生活支援総合事業へ移行する改正が行われたことから、新たな地域

支援事業について記載している。 

・③高齢者の見守り施策として、見守りネットワークを推進し、平成２７年度中には見

守り支援事業を導入する予定である。 

・④高齢者数の増加などから、日常生活圏域の見直しについて検討を行う。 

・⑤保険給付費に対する第１号被保険者の負担割合が、２１％から２２％に変更されて

いる。 

・計画の冊子の中身についてだが、「第１章 計画の策定にあたって」については、計画

策定の前提となる、高齢化の進行の状況、本市における高齢化の状況と、段階の世代

が７５歳以上となる２０２５年を見据え、地域包括ケアシステムの構築に取り組むこ

とが、この計画の前提となっている。 

・「第２章 高齢者を取り巻く現状と将来見込み」については、現在の人口構成、将来人

口推計、世帯の状況、要介護認定者の状況などについて記載している。 

・「第３章 計画の基本方針」では、基本理念を「みんなで支え合い いつまでも 笑顔

で暮らしつづけるまち 朝霞」としており、施策目標として大きく３つ掲げた。「施策

目標１ 健康・生きがいづくりと介護予防への支援」、「施策目標２ 住み慣れた地域

で暮らせる自立のためのサービスの確立」、「施策目標３ 安心・安全な生活ができる

環境の整備」、また、それぞれの施策目標に個別の施策を位置付けている。 

・「第４章 地域包括ケアシステムの構築に向けて」では、今回の計画策定の大きな柱で

ある、地域包括ケアシステムの構築について記載している。その中で、地域包括ケア

システムは、地域社会全体で高齢者を支えていく地域づくりが必要であることなどを

記載している。 

・「第５章 施策の具体的な展開」については、具体的な個別の施策についてこれまでの

実績と今後の見込みについて記載している。 

・「第６章 介護保険事業の見込みと保険料設定」については、５５ページから６７ペー

ジまでは介護サービスの説明とサービスの実績、今後の利用見込みの人数及び回数に

ついて記載しており、６８ページから７５ページでは制度改正に伴う新しい地域支援

事業についての記載している。７６ページからが第６期の介護保険料に係る記述とな

っており、この計画が、市で策定する計画と大きく異なる点で、この計画によって、

第１号被保険者である６５歳以上の市民の方に収めてもらう保険料の３年間の金額が

確定するところだと考えている。７８ページに掲載しているが、第６期の保険料につ

いては、基準額が月額４，６５０円、年額５５，８００となり、７７ページに記載し

てある第５期と比較して月額で５２５円、年額で６，３００円増額となる。保険料が

増額となる要因としては、保険給付費の上昇に加え、第１号被保険者の保険給付費に

対する負担割合が２１％から２２％に引き上げられたことが要因であると考えてい

る。 

・最後に、「第７章 計画の推進にあたって」については、今後の政策の推進体制につい

て記載している。 
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［２月９日の政策調整会議の要旨について］ 

 ・引上げ後の金額について３市の状況はどうか、また県内ではどうか、と言う質問に対

し、２月２日現在で、志木市が４，３３９円、和光市が４，２２８円、新座市が４，

４６３円となっており、朝霞市は他市に比べると高い設定となっているが、低所得者

の負担を軽減するという考え方が理由とのことである。 

・県内の状況はまだ把握していない。 

 

【質疑等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

３ 朝霞市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

【説明】 

（担当課３：玄順） 

 ・本計画は、平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、「質の高い

幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・

子育て支援の充実」に取り組むために策定したものである。 

・本計画は、平成２６年度で計画期間が終了する「あさか子どもプラン（朝霞市次世代

育成支援行動計画）」の事業を引き継ぐものとなっている。 

・「計画の期間」は、平成２７年度～平成３１年度までの５年間である。 

 ・「基本理念」ですが、本計画では、「子どもの視点」、「保護者の視点」、それらを支える

「地域の視点」を、市の子育てに対する考え方の根底に据えるものとして、子どもが

「朝霞で育ってよかった」と思い、保護者が「朝霞で育ててよかった」と実感し、地

域の人たちが「子育てのよろこびをわかちあえるまち」を目指すものとして、「このま

ちで 育ってよかった 育ててよかった子育てのよろこびをわかちあえるまち 朝

霞」を基本理念とした。 

・基本理念を実現させるための取り組みとして、「すべての子どもが質の高い教育・保育

を受けるまち」、「すべての子どもがすくすく育つまち」、「すべての家庭が安心して子

育てするまち」の３つの基本目標とした。 

・「策定経過」は、平成２５年度から平成２６年度の２年間をかけて朝霞市子ども・子育

て会議において計画の策定を行った。策定にあたり、平成２５年度は、子ども・子育

て会議を３回開催し、また、就学前児童の保護者２，０００件、小学校児童の保護者 

１，０１０件にアンケート調査を実施した。平成２６年度は、会議を７回開催し、子

ども本人などから直接意見を伺った。 

・平成２６年１１月２４日から１ヶ月間、朝霞市子ども・子育て支援事業計画について
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パブリックコメントを実施したところ、市民からの意見はなかったが、職員１人から

２件の意見があった。 

・「内容」については、朝霞市子ども・子育て支援事業計画書は全部で１ページから３ペ

ージの第１章から８１ページの第７章までの全７章から構成されている。 

・第１章は計画策定の背景、目的について記載している。 

・第２章は、子どもを取り巻く現状として、人口の推移や女性の就業率の推移、就学前

児童等の推移などについて記載している。また、あさか子どもプランの重点事業の進

捗状況、アンケート調査、ヒアリング調査の概要を記載している。なお、アンケート

調査については、平成２６年３月に報告書をまとめているので、今回、参考資料とし

て配布している。 

・第３章として、計画の考え方は、「このまちで 育ってよかった 育ててよかった 子

育てのよろこびをわかちあえるまち 朝霞」を基本理念として、子育て支援の充実を

取り組むため、３つの視点を掲げ、３つの基本目標をもとに事業を展開していく。 

・第４章 子育て支援の施策の展開では、３つの基本目標のもと、９つの基本方針を定

め、施策の方向性、主な事業を記載している。 

・第５章として、あさか子どもプランから継承する事業を含め、事業の展開を記載して

いる。なお、本計画の関連事業は全部で１１５事業となっており、その一覧は５７ペ

ージ以降に記載している。 

・第６章 子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づくもので、こ

ちらの事業については、事業の見込量とその確保の内容を記載している。事業の見込

量の算出については、アンケート調査のニーズと人口推計から国の算出例に従って算

出している。 

・第７章 計画の推進と進捗管理体制について記載している。 

・最後に資料については、策定経過、会議条例、委員名簿及び用語集を記載している。 

 

［２月９日の政策調整会議の要旨について］ 

 ・第５次総合計画との整合性はどうなっているかという質問があったが、第５次総合計

画で示されている「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」を将来像とし、これを実現

するための１つのコンセプトとして「子育てがしやすいまち」をメインにして「この

まちで 育ってよかった 育ててよかった 子育てのよろこびをわかちあえるまち 

朝霞」という基本理念とし、全体的な整合性を図っている。 

 ・５年間の計画の中で特に力を入れて行くところはどこかという質問に対しては、待機

児童の解消を大きな柱とし、他にも延長保育、放課後児童クラブ等を今後重点的に実

施していく必要があると考えている。 

  

【質疑等】 

 なし 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 
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 ４ 朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例（案）

について 

 

【説明】 

（担当課３：平塚） 

・平成２７年４月から始まる「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴うもので、現在

の幼稚園と保育園に加え、新制度に移行する幼稚園や認定こども園、さらには、少人

数の子どもを保育する、「地域型保育事業」等が市の認可事業として位置づけられ、

待機児童の解消に向けて整備を進めている。 

・さまざまな新しい保育施設も含め、新たな利用者負担額、いわゆる保育料について保

育園と同様に、市が決定することとなった。 

・本条例の内容については、利用者負担の額をはじめ、納付期限、減免などについて規

定したものである。 

・利用者負担の額は、２ページの別表第１に、新制度に移行した幼稚園や認定こども園

の利用者負担額を表記している。 

・別表第２の表は、現行の認可保育園及び地域型保育事業における利用者負担額である。 

・また、参考資料として、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担に関する条例規則（案）については、月途中入退園に係る保育料や納付期限、減

免の対象要件等を記載してある。 

・今回の保育園保育料については、平成３年以降、２３年間据え置いたままであったこ

とと、新制度が施行されることで市の財源負担がさらに生じることから、附属機関で

ある「朝霞市子ども・子育て会議」での意見を伺い、最終的には「朝霞市保育園等運

営審議会」において保育料の見直しの諮問を行ない、答申された内容を説明した、本

条例の利用者負担額として規定したものである。 

 ・本条例の施行年月日は、平成２７年４月１日を予定している。 

 

［２月９日の政策調整会議の要旨について］ 

 ・保育料と幼稚園料の金額はどの程度上がるのかとの質問に対して、所得に係る税額に

より保育料が変わるので一概にどの程度上がるとは申し上げられないが、平均では月

額４，０００円程度上がると見込んでいるとの回答があった。 

・新制度利用者への周知のスケジュールはどうなっているかとの質問に対して、条例可

決後に正式に周知を行うが、１０月にすでに各保育園には変更予定の内容を掲示して

いるほか、在園児の保護者へは、１１月に保育園の継続意思確認の通知と合わせて送

付している。また、保育園の申込書にも同封しており、事前の周知を行っているとの

回答があった。 

・４市との比較の上で保育料をどのように決定したのかとの質問に対して、今回の新制

度に移行することで保育料へ２億３，０００万円の影響額があり、この５０％分を市

民の方に負担していただく想定で保育料を算定した。 



9 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

５ 朝霞市いじめ問題対策連絡協議会条例（案）について 

６ 朝霞市いじめ問題専門委員会条例（案）について 

７ 朝霞市いじめ問題調査委員会条例（案）について 

 

【説明】 

（担当課４：金子） 

・朝霞市いじめ問題対策連絡協議会条例について説明する。 

・国のいじめ対策推進法第１４条第１項の規定に基づき、関係する機関及び団体の連携

の推進に関することとし、朝霞市内の小・中学校におけるいじめ問題防止等を図るた

めに設置される、朝霞市としていじめ問題に対処するための組織である。 

・所掌事務は第３条において、いじめの防止等のために必要な事項の連絡調整や、関係

する機関及び団体の連携の推進などの４点を挙げている。 

・組織構成は２０人以内とし、具体的には副市長に会長をお願いし、関係する市長部局、

教育委員会、朝霞警察署や所沢児童相談所、人権擁護委員会、朝霞市ＰＴＡ連合会な

どの代表を想定している。 

・任期は２年以内とする。 

・本協議会を担当する部局は、いじめ問題の解決に朝霞市として対処するという意味で、

主管課は福祉部こども未来課と教育委員会事務局を併記している。 

・次に「朝霞市いじめ問題専門委員会条例」について説明する。 

・朝霞市いじめ問題専門委員会は、朝霞市いじめ問題対策連絡協議会と円滑な連携のも

と、学校におけるいじめ防止対策を実効的に行うために教育委員会に設置する常設の

附属機関である。 

・学校における対策の指導や教育委員会自らの相談・通報の受付、事案の対処を行い、

加えて、いじめ対策推進法で規定する重大事態に対処し、事実関係を明確にする調査、

報告等を担当する。 

・この委員会は５名以内で組織し、学識経験者、精神科医、臨床心理士、その他必要と

する専門知識を有する者で構成する。 

・任期は２年以内とする。 

・庶務の担当は教育委員会事務局とする。 

（担当課５：猪股） 

・朝霞市いじめ問題調査委員会条例について説明する。 

・いじめ防止対策推進法第３０条第２項の規定により、小・中学校に在籍する児童等が
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関わる重大事態の報告を受けた市長が、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重

大事態と同種の事態の発生防止のため必要があると認めたとき、調査を行うことを目

的としている。 

・構成委員は学識経験者及び市長が必要と認める者として、委員は５人以内で組織する。 

・任期については、常設の組織ではないため、いじめ問題専門委員会が行った調査結果

に対する調査を行い、その結果を市長に報告する日までとしている。 

・庶務の担当は福祉部こども未来課とする。 

 

［１月１９日及び２月９日の政策調整会議の要旨について］ 

・この条例案については２回の政策調整会議で継続審議を行った。 

・いじめ防止対策推進法で対象となるいじめの事象は、義務教育の小・中学校で発生し

たものに限られているが、学校に通っていない子どもたちに対するいじめの訴えがあ

った場合にどのように対処するのかとの質問があり、何らかの対応が可能となる条文

が必要なので、その点について修正するとの回答があり、朝霞市いじめ問題対策連絡

協議会条例の第３条第４項に記載した。 

・いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する各学校の調査対策委員会でまとまっ

た結果については、その後どのように処理されるのかという質問に対して、重大事態

に至る場合はいじめ問題専門委員会に継承され、その他については対策連絡協議会に

必要な報告を行うこととなっているとの回答があった。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

８ 朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例（案）について 

 

【説明】 

（担当課６：佐藤） 

・条例案の概要については、昨年の１１月に制定された、まち・ひと・しごと創生法第

１０条の規定に基づき、朝霞市においても、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定

する必要性が生じたため、新たな附属機関とする審議会を設置するものである。 

 ・国の通知では、総合戦略を策定するにあたり、幅広い年齢層からなる住民をはじめ、

産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等で構成する推進組織

で検討するように指示が出ている。 

・国から示されているのはここまでで、推進組織を条例で制定する旨や具体的な条例案

が示されている訳ではない。そのため、こちらで判断して、この組織は地方自治法に
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規定する附属機関として条例にあげている。 

 ・条例案の概要は表記のとおりで、委員の構成は１０人以内、任期については、委嘱の

日から２年以内と考えている。施行は平成２７年４月１日から施行する。 

 ・朝霞市のまち・ひと・しごと総合戦略は平成２７年度中に策定しなくてはならず、平

成２７年度から平成３１年度までの５年間の計画期間となる。 

・平成２７年４月以降に庁内に「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、全庁的に取

り組んでいく。 

 

［２月９日の政策調整会議の要旨について］ 

 ・組織の委員１０人以内とあるが、具体的な割振りはどのように考えているかとの質問

があり、国から産官学金労言で構成員を検討するよう示されている。 

・大学教授等を２人程度、公募市民・名簿搭載者を２人程度、残り６人を商工会や金融

団、ハローワークの所長など、それぞれ支持された分野から主だった方を委員として

選出する予定である。 

・総合計画との位置関係についての質問があったが、総合計画と総合戦略は重なる部分

はあるが、別物と考えられているとの回答があった。 

・今後の策定スケジュールについての質問があり、条例策定後、４月からコンサル会社

を指定等の作業に入り、５月または７月までには審議会を立ち上げる。 

・平成２７年度中に戦略策定が指示されているので、それに基づき取り組んでいく。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 ９ 平成２７年第１回朝霞市議会定例会提出議案について 

 

 議案第１号 平成２７年度朝霞市一般会計予算 

（小林総務部長） 

 ・第１条の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３６９億５千万円で、平成２６年

度当初予算に比べて１１億４千万円、３．２％の増となっている。 

 ・３６０億円を上回ったのは初めてのことである。 

 ・第２条の継続費については、ごみ処理施設整備計画策定事業と生涯学習計画策定事業

の２件である。 

 ・第３条の債務負担行為については、高齢者住宅整備資金利子補給補助など、今後発生

する可能性のある債務負担行為で、合計７件の設定をする。 

 ・第４条の地方債については、庁舎施設耐震化事業を含む１０事業と、災害援護資金貸
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付金、臨時財政対策債を加えた全１２件について地方債を起こす予定で計上している。 

 ・その他、第５条の一時借入金、第６条の歳出予算の流用について定めている。 

 ・歳入については、第１款の市税は、前年度比２．１％増の、２１０億１，２３４万２，

０００円を計上している。アベノミクスによる個人住民税の伸びにより見込んでいる。 

 ・第２款から第８款及び第１０款については、平成２５年度決算額、今年度いただいた

交付金の伸びや地方財政計画の伸び率、県の推計などにより算定している。 

 ・第９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金と言われるもの

だが、平成２６年度の実績に基づき計上している。 

 ・第１１款の地方交付税については、普通交付税は平成２６年度交付額と地方消費税の

増額分を考慮して額を計上している。実際には地方財政計画においても前年度比８％

減となっているので、普通交付税自体は減額の計上をしている。 

 ・特別交付税については、３年間の交付実績に基づき計上している。 

 ・これらを合わせた結果、前年度比２８．２％減の４億１，５００万円を計上している。 

 ・第１３款の分担金及び負担金については、保育園入園児童保護者負担金現年分が増額

となる。それにより全体で３０．７％増の９億２，８９７万２，０００円を計上して

いる。 

 ・第１４款の使用料及び手数料については、前年度比１．３％増の７億３，３９６万円

を計上している。これは手数料条例の諸証明の改正を行いったため、その増額分が主

な要因である。 

 ・第１５款の国庫支出金については、前年度比６．２％増の６１億５，２３４万５，０

００円を計上している。増額の要因としては、国庫負担金については児童福祉費負担

金などの民生費国庫負担金が増額の要因となっている。国庫補助金については、臨時

福祉給付金などが減額となるが、マイナンバー制度関連や土木費、教育費の交付金が

増額になったため、全体では増額となっている。 

 ・第１６款の県支出金については、前年度比６．８％減の２１億９，６５９万５，００

０円を計上した。児童福祉費負担金などが増額している一方で、平成２６年度に計上

していた介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金などの補助金関係がなくなったも

のがあるため全体的には減額となっている。 

 ・第１７款の財産収入については、前年度比１１％減の７，９１０万３，０００円を計

上している。 

 ・第１９款の繰入金については、科目設定として４，０００を計上している。 

 ・第２０款の繰越金については、前年度比１２．５％増の４億５，０００万円を計上し

ている。 

 ・第２１款の諸収入については、前年度比０．９％増の１０億１，５８５万７，０００

円を計上している。 

 ・第２２款の市債については、前年度比１０％増の１８億４，０８０万円を計上してい

る。 

 ・臨時財政対策債については、普通交付税と同様に前年度比２億６，５００万円減の 

７億３，３００万円とし、年々臨時財政対策債を減額する見込みで計上している。 
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 ・歳出については、第１款の議会費については、前年度比４％増の３億１，０２７万５，

０００円を計上している。 

 ・第２款の総務費については、前年度比１７．３％増の４８億７，８９１万３，０００

円を計上している。 

 ・第３款の民生費については、前年度比１．４％増の１８０億４，０４０万円を計上し

ている。 

 ・第４款の衛生費については、前年度比１．３％増の２７億７，６１７万３，０００円

を計上している。 

 ・第５款の労働費については、前年度比５．３％減の１４７万円を計上している。 

 ・第６款の農林水産業費については、前年度比０．６％増の７，３５８万５，０００円

を計上している。 

 ・第７款の商工費については、前年度比３．３％減の２億４，６８３万６，０００円を

計上している。 

 ・第８款の土木費については、前年度比１０．４％増の２５億２，３０１万円を計上し

ている。 

 ・第９款の消防費については、前年度比４．８％増の１３億１，５２７万３，０００円

を計上している。 

 ・第１０款の教育費については、前年度比０．３％減の３７億１，９０２万１，０００

円を計上している。 

 ・第１１款の公債費については、前年度比５．０％減の３０億９０２万１，０００円を

計上している。 

 ・第１２款の諸支出金については、災害援護資金貸付金、土地開発基金繰出金で６０２

万３，０００円を計上している。 

 ・第１３款の予備費については、前年度と同額の５，０００万円を計上している。 

  

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第２号 平成２７年度朝霞市国民健康保険特別会計予算 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・歳入歳出予算の総額は、１３６億７，６９５万３，０００円で、前年度比で１１．３％

の増となっている。 

 ・歳入の概要については、第１款の国民健康保険税は、一般被保険者国民健康保険税と

退職被保険者等国民健康保険税の合計で、３３億５，３２５万８，０００円を見込み、 

  前年度比で０．０４％減となっている。 
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 ・補正後であれば１．６％増となる。 

 ・平成２７年度は税率等の変更はない。 

 ・第３款の国庫支出金の主なものは、国庫負担金は歳出の保険給付費に係る国の負担分

で、２２億７，８２３万６，０００円を計上した。 

 ・国庫補助金では、財政調整交付金に２億７，８１３万１，０００円を計上し、国庫支

出金の合計は、２６億５，５２２万２，０００円で、前年度比３．５％減となる。 

 ・第４款の療養給付費等交付金については、退職被保険者等医療費に対する社会保険診

療報酬支払基金からの、３億５，２１７万９，０００円を計上し、前年度比で１４．

１％の減となっている。 

 ・第５款の前期高齢者交付金については、６５歳から７４歳までの各医療保険に係る交

付金であり、２３億６，２３９万５，０００円を計上し、前年度比で５．９％の増と

なっている。 

 ・第６款の県支出金については、歳出の保険給付費に係る県の負担金などで、７億６，

８４４万５，０００円で、前年度比２３．１％の増となっている。 

 ・第７款の共同事業交付金については、高額医療費共同事業交付金が２億８，３３２万

１，０００円で、保険財政共同安定化事業交付金については、２８億５，５４４万６，

０００円を計上しており、前年度比で７３％増となっている。 

 ・第９款の繰入金の合計額については、８億８，６３８万２，０００円で、前年度比で

０．５％の増となる。 

 ・第１０款の繰越金は、前年度の繰越金、１億１，０００円を計上している。 

 ・歳出については、第１款の総務費は、２，１０２万円を計上している。 

 ・第２款の保険給付費については、第１項の療養諸費としまして一般及び退職者分の療

養給付費等である。また、第２項の高額医療費では、一般及び退職の高額医療費事業

等で、第３項の移送費、第４項の出産育児諸費、第５項の葬祭諸費を合わせて、合計

は７７億１，６４０万８，０００円を計上し、前年度当初との比較で１．０％の減と

なる。 

 ・第３款の後期高齢者支援金等については、１７億１，１６３万８，０００円を計上し、

前年度比で２．６％の減となっている。 

 ・第６款の介護納付金については、６億５，０８４万１，０００円を計上している。 

 ・第７款の共同事業拠出金については、歳入の共同事業交付金に変わる拠出部分で、 

３３億５，４３８万２，０００円を計上しており、前年度比で９２．９％増となって

いる。 

 ・第８款の保健事業費については、特定健診等に係る保健事業の合計で、１億９，８４

６万４，０００円を計上した。 

 

【意見等】 

 なし 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 
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議案第３号 平成２７年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算 

（柳原都市建設部長） 

 ・第１条の予算額は、歳入歳出それぞれ２０億８４５万６，０００円で、前年度当初予

算と比較して１４．９％の増となっている。 

 ・増加の要因は、旧暫定逆線引き地区の汚水管の新規敷設及び緊急雨水対策事業等によ

る雨水対策の工事の本格化にともない増額した。 

 ・歳入の概要は、第１款の分担金及び負担金については、７０５万２，０００円で、下

水道事業受益者負担金等である。 

 ・第２款の使用料及び手数料については、下水道使用料等で、８億４，４３０万３，０

００円である。 

 ・第３款の国庫支出金については、１億３，８６０万円の下水道事業費補助金で、概ね

前年度と同額となっている。 

 ・第４款の繰入金については、４億３６９万５，０００円で、一般会計からの繰入金で

ある。 

 ・第５款の繰越金の２，０００万円は、前年度からの繰越金である。 

 ・第６款の諸収入の１００万６，０００円は、融資預託金返還金等である。 

・第７款の市債の５億９，３８０万円は、公共下水道事業債及び流域下水道事業債を見

込んだものである。 

・市債については、前年度との比較で、２億７，９６０万円で、全体として８９％の増

である。 

・歳出の概要は、第１款の下水道総務費で、１億８，９１７万９，０００円で、職員 

１２人分の人件費や事務経費である。 

 ・第２款の下水道事業費の１４億８，０２５万８，０００円で、汚水維持管理費の施設

等修繕料のほか、下水道台帳作成委託料などを計上している。 

 ・汚水建設費は、旧暫定逆線引き地区の汚水管工事費等を計上し、雨水建設費について

は、雨水幹線整備のほか、道路冠水を軽減するための雨水排水の改善対策工事費等を

計上している。なお、補正予算で新規計上した止水板設置補助金については、来年度

４５０万円を計上する予定である。 

 ・第３款の公債費の３億３，４０１万９，０００円で、公共下水道及び流域下水道の地

方債に係るものである。 

 ・第２表の債務負担行為については、水洗便所改造資金融資あっせん制度の損失補償及

び利子補給補助を計上している。 

 ・第３表の地方債は、下水道事業の市債等の借り入れ限度額を定めるものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 
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議案第４号 平成２７年度朝霞市介護保険特別会計予算 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・予算の総額については、歳入歳出それぞれ５７億６，４５０万５，０００円で、前年

度比１２．５％の増となっている。 

 ・歳入の主なものは、第１款の保険料、１３億７，８８８万１，０００円を計上し、前

年度比で１６％増を見込んでいる。要因としては、３年に一度の保険料の改定がある

ため、基準額の変更に伴った増額である。 

 ・第３款の国庫支出金については、介護給付費の国の負担分で、負担金と補助金を合わ

せて、１１億８，１０３万４，０００円を計上している。 

 ・第４款の支払基金交付金については、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもの

で、１５億６，４３２万３，０００円を計上している。 

 ・第５款の県支出金については、介護給付費の県の負担金で、負担金と補助金を合わせ

て、８億３，３５４万３，０００円を計上している。 

 ・第７款の繰入金は、一般会計からの繰入金で、８億６６１万７，０００円を見込んで

いる。 

 ・歳出の第１款の総務費については、９，６３５万９，０００円を計上し、前年度比１．

２％の減となっている。 

 ・第３項の介護認定審査会費については、５，３４３万６，０００円を計上している。 

 ・第２款の保険給付費については、総額５５億６，０４３万９，０００円で、歳出総額

の９６．５％を占めており、前年度比で１３．１％の増となっている。 

 ・第１項の介護サービス等諸費の主な内訳として、居宅介護等サービス給付費が２１億

７，２０７万８，０００円、地域密着型介護サービス給付費が５億３，７４５万９，

０００円、施設介護サービス給付費が１８億９，７３９万９，０００円、居宅介護等

サービス計画給付費が２億３，５４３万円となっている。 

 ・第２項の介護予防サービス等諸費については、介護予防サービス給付費で３億４，２

０２万１，０００円を計上した。 

 ・第５項の特定入所者介護サービス等費では、介護施設等を利用した際の居住費などに

ついて、低所得者に対する費用として、１億７，４４２万７，０００円を計上した。 

 ・第３款の地域支援事業費については、介護予防事業及び包括的支援事業・任意事業を

実施するもので、１億５１４万７，０００円を計上している。 

 ・第６款の諸支出金については、１５５万７，０００円を計上している。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 
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議案第５号 平成２７年度朝霞市後期高齢者医療特別会計予算 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・予算総額は、歳入歳出それぞれ、１０億９，２３６万７，０００円で、前年度当初予

算との比較で２．２．％増となっている。 

 ・歳入の概要は、第１款の後期高齢者医療保険料は、広域連合による試算に基づいて、

９億２，３５９万４，０００円を見込んでおり、歳入総額の８４．５％、前年度比で

１．４％の増となる。 

 ・第２款の繰入金は、１億６，５５２万１，０００円を計上している。 

 ・歳出の概要、第１款の総務費は一般管理費等で、合計で１，２８３万９，０００円を

計上している。 

 ・第２款の後期高齢者医療広域連合納付金は、市で徴収した保険料と低所得者等への保

険料軽減に係るものの広域連合への納付金で、１０億７，５３７万６，０００円を計

上した。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第６号 平成２７年度朝霞市水道事業会計予算 

（田中水道部長） 

 ・第２条の業務の予定量については、給水戸数が６１，６００戸、年間総給水量は 

１，５５９万２，０００㎥で、一日平均給水量が４万２，６０１㎥と見込んでいる。 

 ・主要な建設改良事業は、導配水管耐震化工事で４億１，２５７万１，０００円を計上

している。 

 ・第３条の収益的収入及び支出について、収入の第１款の事業収益は、２２億８，０５

７万 

５，０００円で、前年度比３．７％の減となっている。 

 ・主なものは第１項の営業収入は、収入総額の８３．２％を占める水道料金が１８億９，

７７９万９，０００円、第２項の営業外収益は、水道利用加入金が、１億７，１４６

万円である。 

 ・支出の第１款事業費は、２０億９，８４０万７，０００円で、０．９％の増となって

いる。 

 ・主なものは第１項の営業費用では、支出総額の３４．７％を占める県水受水費は、 

７億２，８２３万５，０００円で、県水の受水率は前年度同様の７０．０％を予定し

ている。 

 ・減価償却費が４億２，８１４万６，０００円を計上している。 



18 

 ・第２項の営業外費用は、企業債の支払利息１億４，４７２万７，０００円である。 

 ・第３項の特別損失は、固定資産撤去費として、溝沼浄水場の撤去費１，８３６万円を

計上している。 

 ・収入から支出を差し引いた当年度の純利益は税込みで１億８，２１６万８，０００円、

税抜きでは７，７３３万９，０００円を見込んでいる。 

 ・予算上の逆ざやは１０円３８銭となり、前年度より１円４１銭の増となっている。 

 ・第４条の資本的収入及び支出だが、第１款の資本的収入は、９億８，６４７万６，０

００円で、主なものは第１項の企業債で、施設等の大量更新に対応するため、９億８，

０００万円を計上している。 

 ・資本的支出については、１８億３，１６９万円で、前年度比３２．３％の増となって

いる。 

 ・主なものは第１項の建設改良費は、導水管耐震化事業、老朽管更新事業、水圧不足改

善事業に係る配水管の布設替工事、舗装復旧工事、泉水浄水場監視制御更新工事、泉

水浄水場着水井更新事業などの１４億１，１５９万８，０００円及び、建設改良事務

費で計上している職員５人分の給料などである。 

 ・第２項の企業債償還金は、３億６，５８７万２，０００円である。 

 ・資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、８億４，５２１万４，０００円に

ついては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保

資金、当年度分損益勘定留保資金、及び建設改良積立金で補てんするものである。 

 ・第５条の企業債については、水道施設耐震化事業が４億１００万円、老朽管更新事業

が２億６，４００万円、電気設備更新事業が３億１，５００万円で、合わせて９億８，

０００万円を発行限度額としている。 

 ・平成１１年度に５，０００万円の企業債を発行して以降は、企業債を発行していなか

ったが、平成２７年度は耐震化事業や老朽管更新事業に加え電気設備更新事業などが

あり、今まで積み立ててきた自己資金だけでは賄えないため企業債を発行した。 

 ・継続費に関する調書だが、平成２６年度から泉水浄水場着水井更新事業については、

変更はない。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第７号 平成２６年度朝霞市一般会計補正予算第７号 

（小林総務部長） 

 ・補正額は歳入歳出ともに、７，２０３万８，０００円を増額し、累計額は、３７３億

３，８５６万円となる。 
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 ・第２表の継続費については、男女平等推進行動計画策定事業などの３事業で、事業の

進捗にともない、総額及び年割額を見直すものである。 

 ・第３表の繰越明許費については、プレミアム商品券発行事業など、国の交付金を受け

て行うものが大半であるが、全部で１０事業ある。 

 ・第４表の債務負担行為補正については、障害者多機能型施設指定管理料及び放課後児

童クラブ指定管理料について、定数増に伴う職員の増員などにより債務負担行為限度

額に不足が生じるために設定した。 

 ・第５表の地方債補正については、道路改良事業などの４事業で、地方債について借り

入れ限度額の変更を行うものである。 

 ・歳入については、第２款の地方贈与税、第３款の利子割交付金、第４款の配当割交付

金、第８款の自動車取得税交付金については、交付実績により積算した決算見込額に

より算出している。 

 ・第９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金は、交付金の確定したため、３７万６，

０００円を増額している。 

 ・第１５款の国庫支出金については、実績に伴う補正のほかに、経済対策を盛込んだ国

の補正予算を有効に活用するために地域・住民・生活等の緊急支援の交付金を新たに

計上することにより、全体的には５，４４１万５，０００円の増額となる。 

 ・第１６款の県支出金についても、主に実績に伴う補正だが、商工費補助金の地域住民

生活等緊急支援のための交付金を新たに設定するものである。総額で、２億２，４９

５万８，０００円の減額である。 

 ・第１７款の財産収入については、財政調整基金などの預金利子を増額するほか、給食

配送車を売却したことによる、２５６万３，０００円を増額するものである。 

 ・第１８款の寄付金は民生費寄付金など２６件の受入れを行った。 

 ・第１９款の繰入金については、財政調整基金繰入金を増額することにより、１，４８

３万円を増額する。 

 ・第２１款の諸収入については、福祉資金貸付金延滞金を新たに計上することにより、

２万５，０００円を増額する。 

 ・第２２款の市債は、道路改良事業債、内間木公民館施設改修事業債などを減額し、合

計で４，６１０万円を減額する。 

 ・歳出については、総務費は委託料などの 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 
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議案第８号 平成２７年度朝霞市国民健康保険特別会計予算 第３号 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・今回の補正額は、歳入歳出それぞれ、２億６，８７２万４，０００円を減額し、総額

を、１２２億８，５７７万１，０００円とするものである。 

 ・歳入の概要、第１款の国民健康保険税は、収入実績から年度末見込みを勘案し、一般

分と退職者分を併せて、５，４８６万３，０００円減額している。 

 ・第３款の国庫支出金については、実績により、第１項の国庫負担金など合計で、４，

００３万６，０００円を減額している。 

 ・第４款の療養給付費等交付金については、退職者分の医療費に係る交付金で、１，５

０８万２，０００円を減額している。 

 ・第６款の県支出金については、実績にともない、１，４７４万円を減額している。 

 ・第７款の共同事業交付金については、合計２億４，１３５万６，０００円の減額で、

連合会からの通知に基づくものである。 

 ・歳出の概要、第１款の保険給付費については、合計で１億４，３１９万９，０００円

を減額している。 

 ・第８款の保健事業費については、実績に基づき減額するもので、３，１３０万円を減

額している。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第９号 平成２６年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第３号 

（柳原都市建設部長） 

 ・第１表の繰越明許費で、アクションプランに基づき実施している、溝沼５丁目ほそや

周辺での雨水対策事業の年度内完成が困難なため、翌年度に繰り越すものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 
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 議案第１０号 平成２６年度朝霞市介護保険特別会計補正予算第３号 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・補正額は、歳入歳出それぞれ、２，４４８万９，０００円を増額し、累計で、５５億

７，７６６万８，０００円となっている。 

 ・歳入の主なものは、第３款の国庫支出金は４６１万５，０００円、第４款の支払基金

交付金は７０７万４，０００円、第５款の支出金は３３１万１，０００円で、歳出の

保険給付費の補正に伴う、それぞれの負担金の補正である。 

 ・繰入金については、一般会計からの繰入金で、３０４万８，０００円を増額している。 

 ・基金の繰入金については、支払基金の取り崩しで、６３５万円を計上している。 

 ・歳出については、第２款の保険給付費、第１項の介護サービス等諸費は給付実績にと

もない、２，４３９万７，０００円を増額している。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１１号 平成２６年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算第２号 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・補正額は、歳入歳出それぞれ、３３８万４，０００円で、合計額を１０億８，０３５

万６，０００円となっている。 

 ・歳入の第２款の繰入金は、保健基盤安定負担金の確定にともない、３３８万４，００

０円を増額するものである。 

 ・歳出の第２款の後期高齢者医療広域連合納付金についても、同様に保健基盤安定負担

金の確定により、３３８万４，０００円を増額するものである。 

  

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１２号 朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（小林総務部長） 

 ・平成２７年度に、人事院勧告に基づいて行うものである。 

 ・行政職員の給料表を改定し、給料水準を平均１．８３％引き下げるとともに、地域手
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当の支給割合を１２％に引き上げ、単身赴任手当の基礎額と加算額の上限を引き上げ

るものである。 

 ・地域手当の支給割合については、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

は、１０％を適用する。 

 ・国の数値では、３年度に１２％になる地域ではあるが、人事院勧告による国の考え方

によると朝霞は８％が適用されることになる。 

 ・等分の相田の措置として実施していた、５５歳を超える管理職の職員の給料等に対す

る１．５％の減額措置を、平成３０年３月３１日までの期限とする。 

 ・平成１９年度の給与構造改革における経過措置額の支給を平成２７年３月３１日まで

とするものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１３号 朝霞市保育園措置及び管理条例の一部を改正する条例 

（三田福祉部長） 

 ・平成２７年度から施行される子ども・子育て支援新制度にともない、児童福祉法が改

正され、必要な文言の修正を行った。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１４号 市長及び福祉長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に

関する条例の一部を改正する条例 

（小林総務部長） 

 ・依然として厳しい本市の財政状況等を考慮し、市長の給料月額を１０％、副市長及び

教育長の給料月額５％現実特例措置を、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日までの間、実施するものである。 

 

【意見等】 

 なし 
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【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１５号 朝霞市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

（島村生涯学習部長） 

 ・内間木公園ソフトボール場における休場期間について施設の有効利用と利用促進を図

ることから、１２月における期間を現行の３１日間から４日間に改めるものである。 

 ・昨年１２月に試行的に行ったが特に問題はなかった。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１６号 溝沼子どもプール設置及び管理条例の一部を改正する条例 

（島村生涯学習部長） 

 ・溝沼子どもプールの開場期間のうち、費用対効果の観点から、夏休み期間前後の開場

期間を短縮するため、開場日を７月１日から７月の第２土曜日に、閉場日を９月１０

日から９月の第１日曜日に改正するものである。 

 ・昨年試行的に実施したが利用者等、特に問題はなかった。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１７号 朝霞市行政手続き条例の一部を改正する条例 

（小林総務部長） 

 ・主な内容として、平成２７年４月１日に施行される行政手続法の一部を改正する法律

の施行にともない、「行政指導の方式」、「行政指導の中止等の求め」及び「処分等の求

め」に関する手続を新設するものである。 

  

【意見等】 

 なし 
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【結果】 

・原案のとおり決定する。 

  

 

議案第１８号 朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・第６期介護保険事業計画に基づき、第１号被保険者保険料に係る平成２７年度から平

成２９年度までの所得段階区分及び保険料率を改正するものである。 

 ・今回の改訂で介護保険料の基準額を月額４，１２５円から月額４，６５０円に変更し、

月額で５２５円、１２．７％の増となる。 

  

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第１９号 朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

（柳原都市建設部長） 

 ・消費者庁・国土交通省告示等の施行にともない、住宅の品質確保の促進等に関する法

律に基づく住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定の事務を新たに

行う必要があることから、申請手数料を追加するものである。 

 ・改正内容の金額については埼玉県と同額とする。 

 ・また、建築基準法の一部を改正する法律の施行にともない、構造計算適合性判定に係

る事務が変更となるため、当該事務に係る申請手数料の削除等を行うものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第２０号 朝霞市みどりの基金条例の一部を改正する条例 

（柳原都市建設部長） 

 ・名称を、朝霞市みどりの基金条例を朝霞市みどりのまちづくり基金条例に改めるもの

である。 

 ・基金の設置目的に良好な景観の形成又は生物多様性の保全に資する緑化の支援を位置
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づけるものである。 

 ・今の基金は、用地取得の目的以外の使途が明確にされていないため、今年度の外部評

価委員会から緑化の支援にも活用してはどうかとの提言があり、また、景観計画の策

定やみどりの基本計画の改訂などにおいても、市民主体の緑化推進の支援が必要だと

の検討がされていたので、その財源としてもみどりの基金を活用したいと考えている。 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第２１号 朝霞市防犯推進条例の一部を改正する条例 

（佐藤市民環境部長） 

 ・防犯に関する施策を計画的に推進し、検証するに当たり、朝霞市防犯推進計画会議を

附属として設置する必要があるので、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により

改正するものである。 

 ・委員については、第１２条で２０名以内と規定している。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第２２号 朝霞市指定地域密着型サービスの人事の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・介護保険法等の改正に基づき、厚生労働省令で定められている「指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」が改正されたことにともない、指定

地域密着型サービス事業の対象となる事業について、厚生労働省令に従い、サービス

ごとの人員、設備、運営に関する基準等の改正を行うものである。 

 ・改正内容については、国の社会保険審議会の介護給付費部会の報告を受けて改正した

ものが主であり、認知症対応型通所介護に関し、介護保険制度外で行う夜間等のサー

ビスを実施している事業所について、届出を求め、事故発生時には報告を求める仕組

みを設けること。  

  小規模多機能型居宅介護については、登録定員の２５人を２９人に改める。 

 ・個性労働省令の改正に伴う市の条例の改正である。 
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【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第２３号 朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・改正内容は、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、介護保険制度外の夜間及び

深夜のサービスを実施している場合は届出を求め、事故発生時には報告を求める。 

 ・市独自で改正する内容は、文書の保存年限の２年間を５年間に改める点である。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第２４号 朝霞市保育園等運営審議会条例の一部を改正する条例 

（三田福祉部長） 

 ・平成２７年度から施行される子ども・子育て支援新制度にともない、小規模保育事業

等の地域型保育事業所の運営について、市が私道監督を行うことになるため、朝霞市

保育園等運営審議会の所掌事務等の必要な改正を行うものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 議案第２５号 朝霞市市庁舎施設耐震化事業プロポーザル選定委員会条例を廃止する 

条例 

（小林総務部長） 

 ・庁舎施設耐震化事業プロポーザル選定委員会は、市庁舎の耐震化事業に係るプロポー
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ザルについて、厳正かつ公平に審査してまいりましたが、平成２７年１月、本事業の

契約候補者を選定したことから、本組織の役割が終了したため、本条例を廃止する。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第２６号 朝霞市健康増進センタープール事故防止等検討委員会条例を廃止する 

条例 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・平成２６年７月から、健康増進センターリハビリプールにおける死亡事故について、

必要な調査等を行い、平成２６年１１月に市長に報告書が提出がされたことから、本

条例を廃止するものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第３１号 朝霞市公共施設等総合管理計画検討委員会条例 

（小林総務部長） 

 ・公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画の策定に関し、必要な事

項の検討を行うことを主な事務とする朝霞市公共施設等総合管理計画検討委員会を附

属機関として設置する必要があるため、地方自治法第１３８条の４第３項の規定によ

り、新たに制定するものである。 

 ・組織は、委員１０人以内で組織する。 

 ・構成委員は、市の議会の議員が２人、知識経験を有する者が３人、市が関係する団体

の代表者が２人、公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民が３人と

なっている。 

 ・任期は、委嘱の日から公共施設等総合管理計画を策定する日までとする。 

 

【意見等】 

 なし 
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【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第３３号 朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行にともない、介護保険法の一部が改正され、これまで厚生労働省令で

定められていた、指定介護予防支援事業所の運営等に関する基準等について、厚生労

働省令に従い、または、省令を参酌し、市町村の条例で定めることとされたことによ

り新規の条例として定めるものである。 

 ・内容については、事業所の人員に関する基準等、５章で構成される条例となっており、

省令で定められた基準に準じて定めているが、事業者が保存するサービスの提供等に

関する記録については、保存する期間をその完結の日から５年間と規定するものであ

る。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第３４号 朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例 

（薮塚健康づくり部長） 

 ・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行にともない、介護保険法の一部が改正され、これまで厚生労働省令で

定められていた、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準等について、厚

生労働省令に従い、または、省令を参酌し、市町村の条例で定めることとされたこと

により新規の条例として定めるものである。 

 ・内容は、基本方針と職員の員数を定めた４条で構成される条例となっており、従来の

省令で定められた基準に準じるほか、県域内の第１号被保険者の数が６，０００人以

上となる場合の職員の配置数が定めていないので、朝霞市の独自として員数について

新たに規定するものである。 

 

【意見等】 

 なし 
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【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第３５号 朝霞市景観条例 

（柳原都市建設部長） 

 ・朝霞市における良好な景観の形成に必要な事項及び景観法の規定に基づく必要な事項

を定めることにより、本市の自然、歴史、文化及び生活と調和した良好な景観の形成

を図り、もって市民の誇りと愛着を育み、済みたい、訪れたいと感じられるまちの実

現に寄与するため、新たに制定するものである。 

 ・施行後の予定は、平成２７年秋ごろに景観計画を策定し、半年間の周知期間を経て平

成２８年４月に景観計画を施行する予定でいる。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第３６号 市道路線の認定について 

（柳原都市建設部長） 

 ・今回認定する路線は、一般国道２５４号和光富士見バイパス整備事業にともなう側道

整備が完了したことから認定するものである。 

 ・幅員は５ｍから１２．５ｍで、延長は３２０ｍである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第３７号 市道路線の認定について 

（柳原都市建設部長） 

 ・こちらで認定する路線は開発行為にともなう２路線で、都市計画法第４０条の規定に

より帰属された道路を認定するものである。 

 ・市道２３９５号線で、幅員４．５ｍ、延長１２６．７ｍであり、志木市との境で開発

行為が発生したことから市道認定するものである。 
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 ・市道２３９６号線で、幅員４．５ｍ、延長１２５．６ｍであり、新たな宅地化造成に

より市道認定するものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

議案第３８号 工事請負契約の締結について 

（小林総務部長） 

 ・内容は、庁舎施設耐震補強工事の業者選定にあたり、市庁舎の耐震補強工事に係る公

募型プロポーザルを行ったところ、１社が応募し、厳正かつ公平な審査の結果、戸田

建設株式会社関東支店が１７億２，５８４万円で契約の相手方に決定しことから、同

社と請負契約を締結するために提案したものである。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 

【閉会】 

 


